
                                                                                           

            

1111 月月はは｢｢労労働働保保険険未未手手続続事事業業一一掃掃強強化化期期間間｣｣でですす  
 
 

□事□業□主□の□皆□様□へ  労働保険の成立手続はおすみですか 
 

 厚生労働省では、１１月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」として全国で集中的に取組み、 

 三重労働局では、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会三重支部と連携して、労働保険未手 

続事業場を戸別訪問する等により、手続勧奨を行っています。                 
 

労働保険（「労災保険」と「雇用保険」の総称）は政府が管理し、運営する強制保険です。    

農林水産業の一部を除き、労働者を１人でも雇用している場合、事業主又は労働者の意思の有無

にかかわらず成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。            
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（注１）雇用保険の被保険者とならない場合もあります。 

※建設業の現場労災保険については、適用要件が異なります。 

労働保険の成立手続を怠っていると？ 

１．遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します 

２．労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します 

３．助成金が受けられません 

 

労働者を雇用していますか？ 

労働保険の成立手続が必要です 労働保険の成立手続の必要はありません 
今後、労働者を雇用した場合は、労働保険の手続が必要です。 

労災保険及び 

雇用保険（注１）

の両保険加入 

労災保険のみ 

加入 

 

 

お問合せ先 三重労働局総務部労働保険徴収室 電話:０５９－２２６－２１００ 

又は、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）へご相談ください。 
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労災保険（労働者災害補償保険） 

労働者が業務上の事由、二以上の事業の
業務を要因とする事由又は通勤が原因で負
傷した場合、病気になった場合や不幸にも
死亡された場合に被災労働者や遺族を保護
するため必要な保険給付を行います。 
 また、労働者の社会復帰促進など、福祉
の増進を図るための事業も行っています。 

 

雇用保険 

労働者が失業した場合や雇用の継続が困
難となる事由が生じた場合に、労働者の生
活や雇用の安定を図るとともに、再就職を
促進するため必要な給付を行います。 
 また、労働者の能力の開発や向上等労働
者の福祉の増進を図るための事業も行って
います。 

 

管轄の労働基準監

督署へ 

｢保険関係成立届」

｢概算保険料申告

書｣を提出してく

ださい。 

管轄の公共職業

安定所へ 

｢雇用保険適用事

業所設置届｣ 

｢被保険者資格取

得届｣を提出して

ください。 


